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	 環境理念と保護方針 

 
有限会社中央電機商会は、環境保全が永続的に取り組むべき経営課題と認識し、下記の環

境理念および環境方針を制定いたします。 
 
< 環境理念 > 
私たち有限会社中央電機商会は、社員１人ひとりがそれぞれの職場において、提供するサ

ービス、販売する商品、および購入する資材など、常に環境を優先的に意識した業務を行

うよう努めます。 
 
< 環境方針 > 
1.法規制の遵守 
	 環境汚染を防止する法規制を遵守するとともに、環境負荷を削減するための自主目標を 
  設定し、その達成に向けた取り組みを行います。 
 
２.環境負荷の削減 
	 サービス・販売・営業など、当社の事業活動の全ての場面において、エネルギーの消費 
  を少なくするとともに、廃棄物を極力抑え、または廃棄物の適正処理を行い、環境負荷 
  の削減を推進します。 
 
３.グリーン購入の推進 
	 資材、機器、備品および用品などのグリーン購入を推進します。 
 
４.社会貢献 
	 環境保全活動について行政、地域との積極的な情報交換、情報開示を行い、 
	 社会貢献に努めます。 
 
５.環境管理体制の確立 
	 社内における環境管理体制を整備し、環境保全に対するチェック体制を確立します。 
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自然と生きる、ということ。 
 

	 当社は、エコアクション 21の群馬県登録事業者第 1号です。 
私たち有限会社中央電機商会は、2004年よりエコアクション 21の取り組みに賛同し、 
節電やゴミの分別などをはじめとした環境保護に取り組んでいます。 
 
 

	 環境保護を、絵画から。 
私たち有限会社中央電機商会は、群馬県出身の風景画家・須藤和之氏に依頼し、2011年よ
り毎年、会社カレンダーを制作しています。 
 
	 	 	 	 	 	 《須藤和之 画伯の経歴》 

	 	 	 	 	 	 	 	 1981 年群馬県生まれ 

	 	 	 	 	 	 	 	 '10 東京芸術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復日本画博士課程修了博士号

取得 

 
＜2017年カレンダーで使用した絵画の一部＞ 
 
 
 
 
 
 

	 メセナ――… 人とその心を支える企業でありつづけるために。 
私たち有限会社中央電機商会は、群馬県出身の若手芸術家をサポートするメセナ（芸術文

化活動）という社会貢献を通じ、地域へ還元していくこと、創業 60年という歴史を社員一
人ひとりが誇れること、そして環境保護の重要性を感じられることを目指しています。 
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会社概要（本社） 
 

 
 

社	 	 	 名  有限会社 中央電機商会 

代表取締役  高浦	 孝好 

本社所在地  〒371-0841	 群馬県前橋市石倉町 5-14-14 

代 表 番 号  027-251-7151 

F A X 番 号  027-252-2222 

創	 	 	 業  1956年（昭和 31年） 

資	 本	 金  3,300万円 

従 業 員 数  54名（平成 28年現在） 

資	 	 	 格  自動車分解整備事業認証	 認証番号 7-1492 

国土交通省指定	 自動車整備事業認可 

主 要 設 備  スターター・オルタネータ検査機器	 4式 

オーバーホール整備機器	 	 	 	 	 	 4式 

サービスカー	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  45台 

車検検査機器	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1式 

車輌搬送車	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1台 
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会社概要（営業所	 ほか） 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 上武営業所 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  〒379-2234 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  群馬県伊勢崎市東小保方町 3486-2 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  代表番号 	 	 0270-63-5111 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  FAX番号	 	  

 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  渋川営業所 
	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒377-0027 

	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 群馬県渋川市金井 463 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  代表番号 	 	 0279-24-6161 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  FAX番号	 	  

 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  伊勢崎営業所 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  〒372-0801 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  群馬県伊勢崎市宮古町 3504-6 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  代表番号 	 	 0270-23-5111 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  FAX番号	 	  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ドコモショップ駒形インター店 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  〒371-0841 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  群馬県伊勢崎市宮古町 3504-6 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  代表番号 	 	 0270-25-6911 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  FAX番号	 	 0270-24-1753 
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環境保護推進体制（組織図）※2017年 2月時点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【最高経営責任者】  
代表取締役	 髙浦孝好 

【環境管理責任者】  

専務取締役	 高浦亮 

【役員会】  
取締役  

【環境委員会・EA21 事務局】  
常務取締役	  東野好美  
事務局員	  	 高橋雅美  

事務局員	  	 山根洋平  

【電装部門】  
市根井克行  

【整備部門】  
木暮高夫  

【営業部門】  
早瀬川伸一  

【総務部門】  
八木菜緒子  

※  現在の登録・認証範囲  

	 ・  前橋本社及び第二工場  
	 ・  伊勢崎営業所及びドコモショップ駒形インター店  
・ 上武営業所  

・ 渋川営業所  

 

【前橋】  
福田一博  

【伊勢崎】  
鳥山朝美  

【渋川】  
都丸達也  

【上武】  
重田次男  
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環境活動計画の結果報告と評価 
 
当社が先に掲げた 2016年度削減目標に対して、2016年度の実績排出量を比較いたします。 
「二酸化炭素排出量」、「廃棄物排出量」、「水使用量及び排出量」の実績は以下の通りです。 
2016年度の目標設定値は、2015年度比 2%減（燃費は 2%向上）を目標としました。 
なお、二酸化炭素排出量に影響する社有車燃費も参考として記載いたします。 
 

	 二酸化炭素排出量（kg-CO2）の現状 

 
 

評	 価  
各営業所において、光熱費が前年比より約 1％〜6％減となったことにより、二
酸化炭素排出量が減少しました。 
 
 

今後の取り組み 
節電を心がけ、クールビズやウォームビズを積極的に取り入れることで改善に努

めます。 
 

2013年	 2014年	 2015年	 2016年	 2017年(予想) 
実績	 149,539.30 147,245.80 113,008.10 110,274.49 
目標	 132,617.60 146,607.15 144,358.60 110,792.25 108069.00  
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	 廃棄物排出量（トン）の現状 

 
 

評	 価  
特に廃油が前年より約 2ｔ増加。整備部門におけるトラックのメンテナンス件数
の増加に起因します。これによりエンジンオイル等の可燃物保管量の増加に伴

い、消防法への対応を確認します。 
 
 

今後の取り組み 
今後も車両のメンテナンス件数は増加すると予測されますが、いずれも正しい方

法で処理し、環境保護に貢献します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年	 2014年	 2015年	 2016年	 2017年(予想) 
実績	 13.34 6.6 8.4 10.43 
目標	 25.58 13.07 6.47 8.23 10.22  
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	 水使用量及び排出量（㎥）の現状 

 
 

評	 価  
前年比でほぼ横ばい。洗車台数も前年比ほぼ同数でしたが、日々の節水意識のお

かげで若干の節水につながりました。 
 
 

今後の取り組み 
節水コマによる無駄の削減は実現しました。 
次の一手としてメカニック同士の知恵を出し合い、さらなる効率 UPを検討しま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年	 2014年	 2015年	 2016年	 2017年(予想) 
実績	 824 605 605 585 
目標	 401.8 807.52 592.9 593.13 573.3 
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	 社有車燃費（km／㍑）の現状 

 
 

評	 価  
保有車両数が微増しながらも、前年比でほぼ横ばい。 
各人の燃費意識が高い水準にあると評価できます。 
 
 

今後の取り組み 
頭打ちの感はあるものの、定期的な安全運転指導と環境にやさしいエコドライブ

指導を行っていくことで燃費向上を全社一丸となって取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年	 2014年	 2015年	 2016年	 2017年(予想) 
実績	 12.06 12.07 12.07 12.1 
目標	 13 12.66 12.31 12.31 12.34  
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	 環境配慮製品取扱い （販売及び取り付け台数）の現状 
 
「環境配慮製品取り扱い（販売及び取り付け台数）」の実績は以下の通りです。 
2016年度の目標設定値は、2015年度比 10%増を目標としました。 
 

 
 

評	 価  
ETC2.0 の購入助成制度や ETC 割引の継続という制度の追い風により入れ替え
が好調でした。また、ドラレコ市場が成熟しつつあり、その必要性と認知度が 
高まってきている結果だと判断します。 
 

今後の取り組み 
引き続き ETC2.0の取り付けやドライブレコーダー製品の販売・取り付けを推進
し、企業様もドライバーの方もより便利に、より安心して業務に取り組める商材

の推進を継続します。 
 
 
 
 
 

2013年	 2014年	 2015年	 2016年	 2017年(予想) 
実績	 4,189 3,643 3,395 4,130 
目標	 2,500 4,608 4,007 3,735 4,543  
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	 グリーン購入推進（品目）の現状 
グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、

環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。 
	 平成１３年４月から、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律）が施行されました。この法律は、国等の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、

地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。 
	 幅広い主体が、それぞれの立場から、グリーン購入を進めていくことが期待されていま

す。（引用：https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/） 

 
 

評	 価  
前年比の横ばいとなりましたが、今後もグリーン購入を推進していきます。 
 
 
 

今後の取り組み 
パソコンやプリンタなどの精密機器もグリーン購入を行い、省スペース・省電力

化を推進していきます。 
 
 
  

2013年	 2014年	 2015年	 2016年	 2017年(予想) 
実績	 38 44 51 51 
目標	 12 40 47 54 56  
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14 

	 総合 
 15年 

実績 

16年 

目標 

16年 

実績 
増減率 目標 評価 

二酸化炭素排出量	

(kg-CO2)	
113,008.14 110,792.25 110,274.49 - 2 % - 2 % ◎ 

廃棄物排出量（トン）	 8.40 8.23 10.43 +24% - 2 % ◯ ※ 1 

水使用量及び排出量（㎥）	 605.00 593.13 585.00 - 3 % - 2 % ◎ 

社有車燃費（km／㍑）	 12.07 12.31 12.1   0 % + 2 % △ 

環境配慮製品取扱	

(販売及び取付数)	
3,395 3,735 4,130 +22% + 1 0 % ◎ 

グリーン購入推進（品目）	 51 54 51   0 % + 5 % △ 

（達成◎	 条件付き○	 要検討△	 未達×） 

※1…業務の拡充による 

 
 16年 

実績 

17年 

目標 
目標 

二酸化炭素排出量	

(kg-CO2)	
110,274.49 108,069 - 2 % 

廃棄物排出量（トン）	 10.43 10.22 - 2 % 

水使用量及び排出量（㎥）	 585.00 573.3 - 2 % 

社有車燃費（km／㍑）	 12.1 12.34 + 2 % 

環境配慮製品取扱	

(販売及び取付数)	
4,130 4,543 + 1 0 % 

グリーン購入推進（品目）	 51 56 + 5 % 
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社内における取り組み、社員の声 
 

大項目	 小項目	
自己判定	

A〜C	

	 	 Ｃｏ２排出の削減	

昼休み消灯の徹底（工場・事務所）	 A	

冷暖房の温度管理	 A	

保温肌着の着用推進	 A	

ガソリン・軽油の削減	 A	

廃棄物排出量の削減	

廃棄物分類の徹底	 A	

裏紙の使用推進	 A	

リサイクルパーツ使用推進	 A	

水使用量及び排出量の削

減	

洗車場における節水	 A	

止水栓の点検(増し締め、緩みの点検)	 A	

洗い場、トイレにおける節水	 B	

公害防止への取組	

フロンガスの的確な取扱い	 A	

バッテリーの的確な取扱い	 A	

オイル類の的確な取扱い	 A	

環境配慮製品拡販	 ＥＭＳ機器（デジタコ・ドラレコ）拡販	 ※１	 A	

グリーン購入の推進	 グリーン購入品目拡大取組	 A	

その他の取組	

環境セミナー等勉強会参加への取組	 A	

地域・社会貢献活動の推進	 B	

エコドライブ推進協議会参加	 A	

総合評価	

指標：Bや C が 5 個未満…A	

	 	 	 B や C が 10 個未満…B	

	 	 	 B や C が 10 個以上…C	
A	

※評価は、社員レビューを集計し算出しています 
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	 社内活動の紹介 
 
＜各営業所の備品管理環境の改善＞ 
三定管理を見直し、徹底しています。（全営業所が対象） 
 
上武営業所 

            

 
前橋本社工場 

	  	 	 	 	  

 
渋川営業所 
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＜産業廃棄物の保管場所に設置している看板を刷新（全営業所が対象）＞ 
以下のような看板を設置し、ステッカーを貼ることで廃棄物の品目を明確にしています。 

	 	 	 	 	 	 	  
 
 
＜業務用パソコンの廃棄または入れ替えによる消費電力の削減＞ 
マイクロソフト社のサポートが切れるなどした、古いWindows OSのデスクトップパソコ
ンを廃棄または入れ替えを実施しています。ノートパソコンの導入も積極的に行い、パソ

コンの排熱などを抑えると同時に、デスク周りの整頓にも役立っています。 

 
引用：https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7/guide/setsuden01.aspx 
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＜水質検査の自主的な実施＞ 
平成 29年 2月 28日に、本社および第二工場の水質検査を実施いたしました。 
当社では、今後も、自主的な点検や清掃を心がけてまいります。 
 

	 	 	 	 	 	  
 
 
＜月一で実施する営業所長会議の開催場所の変更＞ 
各営業所における整理整頓状況の共有や、営業所の様子などを共有し、自己の営業所の改

善に役立てることを目的に、役員を含む営業所長会議の開催場所を、月ごとに各営業所内

で実施することにいたしました。 
ボトムアップ方式を採用し、現場が気づき、現場が変わることを期待しています。 
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	 社員の声 
今年度の取り組みや成果について、社員の声を掲載いたします。 
 

 

T さん	 総務部	 勤続年数：8 年  
今年度の取り組みとしては、業務上習慣となったエコドライブ、リサ

イクル、省電力や節水の徹底を日常生活でも継続しており一定の成果

上げ家族で共有しています。 

 

 

S さん	 メカニック	 勤続年数：5 年  
無駄な暖機運転をしないように心がけています。自宅でも水の出しっ

ぱなしをしないようにし、はみがきもコップ１杯の水で済ませていま

す。 

 

 

Y さん	 総務部	 勤続年数：13 年  
ごみの分別はいつも気をつけています。ペットボトルの外装を剥が

し、指定された場所に指定されたごみを捨てています。それと、FAX
の DMや印刷ミスなどの廃棄予定の書類をメモ帳サイズに裁断し、メ
モとしてリユースしています。（重要情報はシュレッダーですが） 

 

 

Y さん	 システムエンジニア	 勤続年数：1 年未満  
入社時、当社の取り組みを聞いてその徹底ぶりに驚きました。事務所

内のパソコンのモニターの自動オフやスリープ機能などを活用し、省

エネ対策に貢献できればと思います。 
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環境関連法規の取りまとめ 
 
環境関連法規への違反はありません。また、関係当局より違反などの指摘および近隣住民

からの苦情はありません。 
 
事業活動により環境汚染物質

が排出されるもの	
分類	 遵守すべき法令	

《廃油》	

・エンジンオイル	

・オートマチックオイル	

・デフオイル	

・ブレーキオイル	

・ミッションオイル	

・産業廃棄物	

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律	 第１２条（事業者の

処理）	

・下水道法	第１２条（事故時の措置）		

・水質汚濁防止法	第１４条（事業者の責務）		

《エチレングリコール》	

・不凍液（LLC)	
・産業廃棄物	

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律	 第１２条（事業者の

処理）	 	

・下水道法	第１２条（事故時の措置）		

・水質汚濁防止法	第１４条（事業者の責務）		

・廃タイヤ	 ・産業廃棄物	
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律	 第１２条（事業者の

処理）	

《希硫酸、廃プラスチック》	

・廃バッテリー	
・有価資源	

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律	 第１２条（事業者の

処理）	 	

・下水道法	第１２条（事故時の措置）		

・水質汚濁防止法	第１４条（事業者の責務）		

《廃鉄、廃プラスチック》	

・各種取外し部品	
・産業廃棄物	

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律	 第１２条（事業者の

処理）	

・R12	

・第一種特定製品	

	 （重機用のエア

コン)	

・第二種特定製品	

	 （普通車のエア

コン）	

・使用済自動車の再資源化等に関する法律	第１０条	（引取

業者の引渡義務）	

・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に

関する法律	 第 4 条（事業者の責務）		

・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律	
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事業活動により環境汚染物質

が排出されるもの	
分類	 遵守すべき法令	

・R134a	

・R404A	

・第一種特定製品	

	 （重機用のエア

コン)	

・第二種特定製品	

	 （普通車のエア

コン）	

・使用済自動車の再資源化等に関する法律	第１０条	（引取

業者の引渡義務）	

・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に

関する法律	 第 4 条（事業者の責務）		

・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律	

・コンプレッサーによる振動	

・コンプレッサーによる騒音	
出力 7.5W 以上	

・騒音規制法第６条（特定施設の設置の届出）	 	

・振動規制法	第６条（特定施設の設置の届出）	

・事業所から排出される排水	 －	 ・浄化槽法	

・事業活動全般	 －	 ・消防法	

・事業所から排出される一般ごみ	 一般廃棄物	 ・前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例	

・事業所から排出される廃棄物のマ

ニフェスト	
産業廃棄物	 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第６項	

・情報通信機器および電子機器	 -	 ・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律	

 
 

	 法律の周知と理解について 
私たち有限会社中央電機商会の事業が、どんな条例・法律に関わっているのかを知り、理

解してもらうために事業部の垣根を越えて取り組んでいます。具体的には、社内外の各所

にどのような条例・法律が深く関係しているか、写真や図で分かりやすく伝えています（以

下、一部ご紹介します）。 
 

	 	 	 	 	 	 	  
 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律 
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浄化槽法 

消防法 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律 
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代表者による総合評価と今後について 
2016年度の国内自動車販売台数（新車）は、505万台と 2015年と比べて前年比マイナス 9.3％

と大きく減少している。国内市場規模は、長期的にみると人口及び労働人口の減少、若者の自動車

離れやカーシェア市場の拡大等、今後も明るい材料はないと言える。 
	 こうした中で、アフターマーケットを市場とする当社は従来からある修理需要を維持・確保する

一方で、先進的技術を既存車両に後付けする架装需要を掘り起こす活動にも力を注いできた。また

一般整備においては、法人車両を中心に車検と合わせて、短期スパンの定期メンテナンスの入庫促

進をしながら再入庫頻度を上げてきた。自動車整備市場が縮小する中にあって、自社の持てる力を

発揮し昨年同等の成果を得た一年であった。 
	 環境活動においては取り組みから 11年が経過し、10年を節目に新たな視点で活動することを掲
げスタートした。特に社内の PCにおいては、業務の安定性を最優先し、デスクトップ PC毎に無

停電電力装置(UPS)と予備 PC を配備していたが、社員の提案からここ数年の傾向を改めてリスク
検証した結果、大きなトラブルはないと判断し、全ての PCをノート PC化することとした。今後
の事務所スペースの有効活用、電力の削減効果に期待したい。 

	 また環境活動の原点に立ち返り社内清掃活動の活性化への取り組みを始めた。 
営業所毎に毎月一か所の集中清掃を行い月例会議で報告することに加えて、これまで本社でしか開

催していなかった会議を営業所での持ち回り開催とし、清掃個所の現地確認と活動コメントを担当

者に直接聞き、自営業所に展開するきっかけ作りを始めた。継続的な活動を通じて変化していく営

業所の姿を想像するだけでも、大いに楽しみである。 
	 年度末には、地元消防署の立入監査により、消防設備の見直しをすることとなった。これを契機

に、改めて当社のコンプライアンスへの取り組み姿勢を明確にし、少量危険物（エンジンオイル）

保管数量、自動火災報知機の設置、屋内消火栓の設置基準、消防設備の定期点検など、当社の管理

基準を社員一人一人に意識付けすることができた。これらの認識の変化は、部品や工具の整理整頓、

片付けに生かされており、社内の安全・美化意識の向上につながっている。コンプライアンス遵守

の意識変化は販売活動にも生かされており、社会問題化する自動車運転手の過労問題に端を発した、

過労運転防止機器（車線逸脱警報装置、ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ）の積極販売に

も寄与している。 
来年度も当社を取り巻く市場環境は厳しくなることが予想されるが、社員一人一人の誠実な取り

組みが、困難を乗り越えて喜びあふれる一年となることと確信している。 

	  
2017年 4月 30日 

有限会社 中央電機商会 

代表取締役	 高浦	 孝好 


